
議案第５ ９そ

ひた ちな か市 虎Ｗ 古墳 史跡 む園 鼈置 八び 管Ｊミ条 例の 一部 を改 ｍする

条例制定につ いて

ひた ちな か市 虎塚 古墳 史跡 ぬ園 鼈置 八び 管週１条 Ｍの 一部 を改 ‾をする 条例 を別 紙の

とお り制 定す る。

令和 ３年　 ３Ｊ１　 ３日　 提ｍ

令和　 年　　 Ｊミｊ　　 日　 議決

ひた ちな か市長　 大　谷 明



ひた ちな か市条例 第　　号

ひた ちな か市 虎Ｗ 古墳 史跡ぬ園 ａ置八び 管ｊ１条 例の 一部 を改 ｍする

条例

ひた ちな か市虎塚 古墳史跡白脇鼈置八び管を条例 （平成６ 年条例第 １４ ２そ）の

一部 を次 のよ うに 改‾ｔＥ する。

第１ 条を 次の よう に改 める。

（設 置）

第１ 条　 市Ｒの郷 土愛 の高 揚に 資す ると とも に， 市民 の渫。化 教養 の向 上に 寄与 する

こと を目 的と して ，地 方自 治法 ［Ｈｇれ］２ ２年 法律 第６ ７号 ）第 ２４ ４条 第１ 項の

規定 に基づき ，ひ たち なか 市虎 塚古墳史跡価園を 鼈置する。

第２ 条中 「虎 塚古 墳史 跡公園」 を「 ひた ちな か市 虎塚 古墳 史跡白葹」に 改め る。

第３ 条第 １項 中「 の各 号」 を削 り， 鶚項第１ 号を 次の よう に改 める。

（１ ）　 虎塚古墳 のイＥＦ 室（ 社下 「石 室」 とい う。 ）内 の壁 画（ な下 「彩 色壁 舊」と

いう 。） の観 覧等 を行 う施数（罧下 「観 察ま」と いう 。） にお いて 写真 ，映

像そ の他 これ らに 類す るも の（ ぷ下 「ぢ 真等 」と いう 。） を撮影す るこ と。

第３ 条第 １項 第２ 号中 「写 真又 は映 画」 を「 写真 等」 に改 め， 回項 第３ 号中 「こ

れ」 を「 これ ら」 に改 め， 回項第４ 号中 「認 めら れる 」を 「認 める 」に 改め ，回条

第２ 項中 「受 けた 者が 」を 「受 けた 者は 」に ，「 新た に」 を「 あら かじ め」 に改 め，

回条 第３ 項中 「第 １項各昜」を 「第 １項 第１ 号か ら第 ３号 まで 」に ，「 ，保 存」 をＸ蓼，

び保 存」 に， 「八 び」 を「 並び に」 に改 め， 鶚条 第４ 項中 「浙‾白丁」 を［ 第１ 項又 は第

２項 の許 ｊ］‘」 に改 める。

第４ 条中 「の 各号」を 削り ，回条第 １号 中「施鼈」の 次に 「又 は鼈備若 しく は備

品（ ぷ下 「施 設等 」と いう 。） 」を 加え ，「 汚損 する こと 」を 「滅 失す るこ と」 に改 め，

回条 第１ ３号 を次 のよ うに 改め る。

（１ ３）　 前条 第１ 項又 は第 ２項 のだ ｊＴ を受 けな いで 回条 第１ 項各 号に 掲げ る行

為を行う こと。

第５ 条の 見ｍ し中 「取 消等 」を 「取 消し 等」 に改 め， 回条 中「 一に 」を 「い ずれ

かに 」に ，「 と認 めた 場合 は」 を「 場合 には 」に ，「 ，指 示」 を「 若し くは 指示 」に

改め ，回 条第 ２号 中「 条件 若し くは 指示 に縦 した とき 」を 「規 則の 規定 に違 反した

とき 」に 改め バ筑条中 第４ 号を 第５ 号と し， 第３ 号を 第４ 号と し， 第２ 号の 次に次

の１ 号を加え る。

２－



（３ ）第 ３条 第４ 項の 規定 によ り許 石］‘に 付さ れた 条件 又は 指示 に違 縦し たと き。

第５ 条に次の １項 を加 える。

２　 前項 に規 定す る措 置に よっ て生 じた 損害 につ いて は， 市は ，そ の賠 償の 責任を

負わ ない。

第６ 条中 「， 利ＪＩ」 を「 利用 」に ，「 その 利Ｈ」者 」を ［史 跡な 園を 利ＪＴ］ する 者」 に，

「［盂域 若し くは ］を 「［Ｋ域 又は ］に ，「 全部 若し くは 」を 「全 部又 は」 に， 「又 は制

限す るこ と」 を「 若し くは 制限する こと 」に 改め る。

第７ 条の えｍ し中 「観 覧ま 」を 「観 察ま 」に 改め ，回 条第 １項 中「 観覧 ま」 を「観

察室 」に ，「 ４」１１ 日か ら４ Ｊ」 ３０ 日ま で」 を「 ３ｙｘ２ １日 から ４」」２ ０日 まで 」に

改め ，回 条第 ２項 中「観覧 ま」 を「 観察 室」 に改 め， 回条 第３ 項中 「市 長」 を「前

２項 の規 定に かか わら ず， 市長 」に 改め ，「 ，前 ２項 の規 定に かか わら ず」 をＭ り，

「時 間」 を「 開館 時間 」に 改め る。

第８ 条中 「観 覧ま 」を 「観 察ま 」に 改め ，「 虎Ｗ 古墳 の」 を削 る。

第９ 条中 「観 覧室 」を 「観 察ま 」に ，「 ，必 ・と 認め たと き」 を「 ら黶 とお められ

ると き」 に改める。

第１ ０条 第２ 項中 「３ ０人 」を 「２ ０人 」に 改め る。

第１ １条 中「 一に 」を 「い ずれ かに｀」 に， 「場 合は 」を 「場 合に は」 に， 「減 免す

るこ と」 を「 減額 し， 又は 免除 する こと 」に 改め る。

第１ ２条 攷，び第 １３ 条を 次の よう に改 める。

（観 覧料 の返 ぎ）

第１ ２条　 既に 納付 した 観覧 料は ，返 ぎし ない 。た だし ，市 長は ，や むを 得な いミ

剴に より 観覧 を中 止し た場 合に おい て， 返ミする こと を適 售と 認め ると きは ，肖

該観覧料 のを部又 は一 部を 返Ｊ する こと がで きる。

（損 害賠償等）

第１ ３条　 施設 等を 損傷 し， 又は 滅失 した 者は ，そ の損 害を 賠償 しな けれ ばな らな

い。 ただ し， 市長 は， やむ を得 ない 理畆 があ ると 認め ると きは ，售 該賠 償額 を減

額し ，又 は免 除す るこ とが でき る。

第１ ４条 中「 この 条例 」を 「こ の条 例に 定め るも のの ほか ，史 跡公 園に おけ る行

為の 許‾叭そ の他 この 条例」に 改め る。

ＳＩ」喪 中「 一般 （高 校生 賢， 上） 」を 「大 人」 に， 「中 学生 ，小 学生 」を 「小 人」 に改

め， 回表 に備 考と して 次の よう に加 える。

備考

１　 未就学児 「／」ヽ 学校 ，義務教育学校の 前期 課程又は特別 支援 学校 の／」ヽ 学部に

就学 前の 者を いう 。ぶ 下回 じ。 ）の 観覧 料は ，無 料と する。

２　 この 表に おい て「 大人 」と は未 就学 児及 び小 人社外の 者を いい ，「 小人 」と

は小 学校 ，中 学校 ，義 務教 育学 校， 中等 教育 学校 の前 期氛程又 は特 ＳＩ」支 援学

－３－



校の 小学部若 しく は中 学部 に在 学し てい る者 をい う。

付　則

この 条例 は， な布 の日 から 施行 する。

４



ＱＩ

参考資料

ひたちなか市虎塚古墳史跡ぬ園設置八び管ミ条例新｜日対照表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｎ０ ．１

旧 新 備考

（目 的）
－

第１ 条　 この条例は， 史跡指定に係る虎塚古墳史跡ぬ園のａＲｊ１び管ミ兼営に

（設 置）
－

第１ 条　 巾Ｒの郷土愛の高揚に資すると とも に， 市Ｒの文化教養の 『氛上に寄与

する こと を目 的と して ，地方自 治法 （昭 和２ ２年法律第６ ７号）第 ２４ ４条

　ここ
市Ｒの文化教養の自上に寄与するこ とを 目的 とす る。

（佑称及び位置）

第２ 条　虎塚古墳史跡ぬ園の佑称八び位置は，次のと おり とす る。

（１ ）・ （２ ）略

（行為の制ほ）

第３ 条　 ひた ちなか市虎Ｗ古墳史跡む園 （な下「史跡む園」と いう 。） におい

て， 次匹きに鶚げ る行為を しよ うと する 希は，あ らか じめ ，市長のたｊｌを

受け なければなら ない。

（１ ）　 観覧ま（虎塚古墳彩色ｅ画等‾石室 内を観覧する 施鼈をい う。 ぶ下回

第１ 癢の規究．に ＪＩづき ，ひたち なか市虎Ｗ古墳史跡り氤をを亂する。

（名 称八び位置）

第２ 条　 ひた ちなか市虎塚古墳史跡価園の佑称ｊ１び位置は， 次の とお りとす

る。

（１ ）・ （２ ）　略

（行為の制限）

第３ 条　 ひたちなか市虎Ｗ古墳史跡ぬ園 （な下「史跡ぬ園」と いう 。） におい

て， 次に掲げる行為を しよ うと する者は，あ らか じめ，市長の許‾鳶を受けな

ければな らな い。

（１ ）　 虎塚古墳の石ま（な下 「石 ま」 とい う。 ）ｌ大１ のＭ画（な下 「彩 きＭ

弖ご」加こおいて写真を撮ぞするこ と。

（２ ）　 業と してぶ真又は映画を撮影するこ と。

（３ ）　 集会，競技会，展示会その他これに類する行為を行う こと。
－

（４ ）　 その他市長が史跡な園の管を上支障があると認め られる行為を行う

こと。

２　 愾癢のおニＦｒをえ墜た豊登， 肖はたｊＴを そけ た事癢を 変ｊｌし よう とす るとき

は， 氈たよ， 市長に変ｊｌの許‾鳶をそけなければな らない。

３　 市Ｊをは，第 １項各号に掲げる行為が， 虎塚古墳の加護。保存に影響をｊ、ぼ

さな いと 認め る場合八びぬ衆の 史跡ぬ園 の利 呂こ支障 を及 ぼさ ない と認 める
－

場合 に限 り， 前２ 項の 許‾叭を 与え るこ とが でき る。

４　 市長 は， 許ｉｉＴ を与 える とき は， 史跡む園 の管ミ上心要 な転 回Ｆ大ｌ で条件を イ才

し， 又は指示をす るこ とが でき る。

（行為の禁止）

画」 とい う。 ）の観覧等を行う 施設 （な下「観察ま」 とい う。 ）にお

いて写真，映像その他 これ らに類するも の（以、下「写真等」 とい

う。 ）を撮影する こと。
－

（２ ）　 業と して亙喜隻を鶚、影するこ と。

（３ ）　 集会，競技会，展示会そのをこよとに類する行為を行 うこ と。

（４ ）　 その 他市 長が 史跡む園 の管 ミ上 支障 があ ると 認め る行為を 行うこ
－

と。

２　 前癢のをｊｌを皿皿は，ちＷ駢鳫を・けた事癢を変タ１し よう とするとき

は， あら かじ め， 市長に変更の許ｊｌを受けなければなら ない。

３　 市翫は， 第１ 項第 １倚から 第３ そま でに掲げる行為が ，Ｊた塚翦嗷のほ・及

び保存に影響を八ぼさ ない と認める場合並びにぬ衆の史跡な園の利万ｊ に支障
－　　　　－

を八ぼさ ない と認める 場合に回 り， 前２ 項の許丿丁を与え るこ とができ る。

ま皿麝　 まＳむせき、

な範囲内で条件を付し，又は指示をする こと ができる。

（行為の禁止）



Ｑ
－

Ｎ０ ．２

旧 新 備考

第４ 条　史跡ぬ園においては， 次の各号に掲げる行為をしてはならない。
－

（１ ）　 施設を損傷し，又は汚損す るこ と。

（２ ）～ （１ ２）・　略

（１ ３）　 麝‾罵を■けた希のほか， 褓Ｓ隹内において写］自ニを撮影するこ と。

（１ ４）略

（た ｉｉＴの 取消等）
－一一

第５ 条　 巾Ｒ は， 第３ 条の規定 によ り許 ｊｉＴを 受け た者が次 の俗昜の二見該售す

ると Ｗめ た場合は ，当、該許ｉｉＴ を取 り消 し， その効力 を停止し ，若 しく は許 丿丁

に際 して 付し た条件恚 指示 を変 更し ，又 は行為を 中止 させ ，原状回復若 しく
－

はｊき去 を命ずる こと がで きる。

（１ ）　略

（２ ）　 この条例又はこの条例に基づく 条件若し くは指示に反 した とき。

（３ ）・ （４ ）　略

（禾ＩＪ の禁止又はＭ ｍ）

第６ 条　 市長 は， 史跡ぬ園 が損壊そ の他 のき おこ より ，利用が 危険 であ ると認
－

められる 場合又は工事のた めやむを得な いと Ｗめ られ る場合においては，史

跡価園を 保全 し， 又は その利鴇者の危険 を防止す るた め， 【Ｘ域若 しく は施鼈

を定 めて ，史跡公園の 全部若し くは一部 の利 ｍを 禁止 し， 又は制限する こと
－

ができる。

（銀鶩崖の黶館等）

第７ 条　 銀鶩嵳の 開館 は， 石ま の保 ィｙ に支 懾の ない期笥に曄、る もの とし ，４ ＪＩ
－－－－

１日 から ４Ｊ１　３　０　日ま で及び１ ０大１２　１　日か ら１ １Ｊ１２ ０日 までの間のうち

それぞれ １０ 日以内と する。

第４ 条　史跡価園においては， 次に掲げる行為を してはな らない。

（１ ）　 施鼈又は鼈備おし くは備品 （八下「施鼈隻よ とと立匸しを損ま し，

又は滅失する こと。

（２ ）～ （１ ２）略

（１ ３）　 匹牡項又は第 ２項のｙＦＴを夕：け ないで鶚条第 １癢假倚にｍげ
一一一

匹為髦］行う こと。

（１ ４｀）略

（許丿丁の取消し等）
一一－

第５ 条　 市長 は， 第３ 条の規定 によ り許凧を 受け た者が次 の各 号の いずれかに

霖葹するを釶白あ 当ぬ、許ｊｉＴを耿い肖し，その効力を搾止 し， おし くは許‾吭

に際 して 付し た条件若 しく は指示を 変更 し， 又は行為 を中 止さ せ， 原状回復
一一一

若し くはまま を命ずる こと がで きる。

（１ ）　略

（２ ）　 この条例又は この条例に基づく 規則の規定に違反 した とき。

（３ ）　 第３ 条第 ４項 の規定に より たｊＴに 付さ れた 条件又は指示 に違縦した

とき。
一一

（４ ）・ （５ ）　略

２　 前項に規定する措置に よっ て生 じた損害について は， 毎は，その賠償の責

任をｊわ ない。

（利ｍの禁止又は制限）

第６ 条　 市長 は， 宍跡ぬ園 が損壊そ の他 のミ ぼ１ によ り利 Ｊ１１が危険 であ ると 嘉め

られる場合又は工事のためやむを得ないとＷめられる場合においては， 史跡

か園を保全し，又は史跡価園を利用する者の危険を防止するため， 区域又は
－

施設を定めて，史跡ぬ園の全部叉は一部の利万ｊ を禁止し，若 しく は制限する
－

こと ができる。

（観察まの開館等）
－

第７ 条　 観察まの 開館 は， 石室 の保存に 支障 のな い期 間に 限る もの とし ，３ ＪＩ
－　　　　　　－

２１ 日か ら４ Ｊ１　２　０日 まで及び １　０Ｊ１２　１　日か ら１　１１　２　０　日ま での間のう

ちそれぞれ１ ０日 以内 とす る。



り

Ｎ０ ．３

旧 新 備考

２　 観覧嵳の間Ｗ晦間 は， 午前 ９　覬か ら午後４ 日な ３０ おま でと する。

３　 市長 は， 必要かお ると Ｗめ ると きは１前 ２項の規定にかかわら ず， 開館期

間お しく は性徴を 変１だし ，又 はａ Ｆ晦 に休館お しく は開 館を する こと ができ

る。

（観 覧大）

第８ 条　 観Ｗ室に大ま し， 豈写苙撒匹皿画を観Ｗ しよ うと する 希（い、下

「観覧大」と いう 。） は， 市職員の指示に従わなければな らない。

（観Ｗ大の大察の制ほ等）

第９ 条　 市長は， 観覧まの管き兼営上、夕覧と認めた とき は， 観覧大の大まを

制限 し， その他の必要 な措置を講ず るこ とが でき る。

（観覧料）

第１ ０条　観覧大は，Ｓり表に掲げる観覧料を納ィ才しなければなら ない。

２　 鬚表の回体観覧料の適ルｊ を受ける こと ができる人数は， ３０ 大鈔、上の場合
－

とす る。

（観覧料の減免）

第１ １条　市長は， 次の各倚の一に該萢する場合は，観覧料を減免するこ とが
－　　　　－

でき る。

（１ ）・ （２ ）　略

（観覧料のぎ付）
一一

第１ ２条　虱納 の観鬟熬は， ＪＨ しな い。 ただ し， やむ を得ない 瑁１ おこ より。

観覧を中止した場合でレ布長がぎィすするこ とを相售と認めた場合は， 既納の
一一

観覧料のを郎又は一部をぎィ才する こと がで きる。

（損 害弁 済）
－一一

第１ ３条　市長は， 史跡なミの利鴇者が、施鼈若し くは施鼈備品を破損し，又

は滅失し たと きは ，そ れを 原状 に復 させ　 又は必要 と認 めた 額を 弁済 させる
－　　－

こと ができる。

２　 錣家宝の聊加奈間 は， 午愾９戦から 午後 ４Ｆ晦３ ０お まで とす る。

３　 前２ 項の規ちこかかわ ら苙、ザルは ，必要が ある と認 める とき は， 囑館加１

間若 しく は開館時間を 変更 し， 又は 臨時 に休館若 しく は開 館を する こと がで
－一一一一

きる。

（観覧大）

第８ 条　 很窟主に入京 し， おを 獄ミ 圃を観Ｒ しよ うと する 希（な下 「Ｗ覧大 」と

いう 。） は， 市職員の指示 に従わな ければな らな い。

（観覧大 の入室の制限 等）

第９ 条　 市長は， 観察まの管ぞＸ営上必ダと售め られると きは，観覧大の大ま

を制限し ，その他の必要な措置を講ずる こと がで きる。

（観覧料）

第１ ０条　 観覧大は，ＭＩ」 表に掲げる観覧料を納付しなければなら ない。

２　 ＳＩ」表 の回 体観覧れのｊ Ｒｊ をそ ける こと がで きる 人数 は， 匹丿宍上の蘓合

とす る。

（観覧料の減免）

第１ １条 「↑ｆＫ は， 次の俗倚のいずれかに霖萢する場合には，観覧れを瘋題

し。 又はえはする こと がで きる。
－

（１ ）・ （２ ）　略

（観覧料の返還）
－

第１ ２条　既に納付 した観覧料は，万万しない。ただし，「牡瓦は， やむを得な
－

い理 Ｆｔｌに より 観覧 を中 止し た場合に おい て， 返ぎする こと を適 售と おめ ると
－

きは ，芭該観覧料のを部ス は一部を 返ぎする こと がで きる。
一一 一一

（損害賠償等）
－一一

第１ ３条　施設等を損傷 し， 又は滅失した者は，その損害を賠償 しなければな
－

らな い。 ただ し， 市長 は， やむを得ないを剴があ ると ｔめ ると きは，肖該賠

償額 を減額し ，又 は免 除す るこ とが でき るに



（Ｘ）

Ｎ０ ．４

旧 新 備考

（委任）

第１ ４条 ’こ の条例の施行に関 し必要な事項は， 規則で定める。

ＳＩ」表 （第 １０ 条関係）

（委任）

第１ ４条　 この条例 に定める もの のほ か， 史跡公園 にお ける 行為のか ｊ］‘そ の他

この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定め る。

別表 （第 １０ 条関係）

区分
４』

観覧料（ １人 １回） ＩＸ分 観Ｗ料（ １人 １回）

個人 団体 個人 団体

一般 （高校生ぶ上） １６ ０Ｆ］ １３ ０ＦＩ 古人 １　６　０Ｆｊ １３ ０ＦＪＩ

四まごげま ８０ ＦＩ ６０ ＰＩ 他入 ８０ Ｆｊ ６　０　ＦＩＩ

備考
－

１　 未就学児 （小学校，義務教育学校の 前期課程又は特別 支夜学校 の／」ヽ学

部に就学前の者を いう 。ぶ下回 じ　 ）の観覧料は　 無料 とする
－

２　 この表において「大人」と は未就学児挨び小人な弗の希をいい、「小

人」 とは小学校， 中学校， 義務教育学校，中４教育学校の前期ま程又は

特Ｍ Ｉ」 支援学校の小学部若し くは 中学部に在学 して いる 者を いうに


